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 開    会（午後３時５分） 

教育長 ただいまから１２月の定例教育委員会を開会する。 

はじめに市民憲章の唱和を行う。 

（スポーツ課長が先唱し、市民憲章唱和） 

教育長 本日の会議録署名委員は２番委員にお願いする。 

本日は議事の予定がないので、報告事項に入る。はじめに、学校給食の異

物混入について説明をお願いする。 

学校給食セン

ター所長 

学校給食への異物混入について、２件報告をさせていただく。どちらも報

道機関へ情報提供をしたものである。 

１つ目は１２月３日であるが、鶴岡市学校給食センター白山センターから

提供された市内小学校の給食で、ポークカレーの食缶の底にナット１個を発

見したという連絡があった。白山の給食センターで、ナットが付いている機

械、器具を点検したところ、玉ねぎを炒める際に使用する撹拌機のナットが

１個欠落していることを確認した。そのほかの機械器具でナットの欠落はな

かった。見つかったのが１個、無くなったのが１個ということで原因が判明

したことから、学校に連絡をしたものである。混入した食缶の該当する１ク

ラスについては、ポークカレーを食べないこととし、喫食前に発見し、児童

が口にすることはなかった。カレーを喫食停止した学級については、学校と

相談し、後日通常の給食に追加して、ポークカレーを提供している。また、

該当クラスの保護者宛てに状況報告とお詫びの文書を送付したものである。 

原因についてであるが、調理過程において撹拌機を使用する際は、作業前

と作業後の確認、点検を行うわけであるが、その確認が不徹底だったという

ことになる。 

今後このようなことがないように、再発防止に向け、機械器具の使用前、

使用後の点検確認を徹底するとともに、そのほかの混入の恐れのある機械等

の点検確認について、作業検討委員会、それから機械設備検討委員会、安全

衛生委員会で改めて検討し、対策を講ずることにしている。今後、よりいっ

そう安全衛生の徹底に努めてまいりたい。 

２つ目はその一週間後の１２月１０日である。こちらは櫛引の学校給食セ

ンターから提供された市内小学校の給食で、これも同じポークカレーであ

る。ポークカレーと麦ごはんを口にした児童が固い異物を発見したという連

絡があった。櫛引の給食センターで、調理の委託業者とともに、センター内

で使用している器具、食材を確認し、また麦ごはんの炊飯業者でも使用して

いる器具類を確認したが、原因を突き止めるまでは至らなかった。異物を発

見した児童は、その異物を取り除いて自分の給食を喫食したが、健康被害は
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なかった。当日、学校から当該児童の保護者へ状況を説明し、児童の健康観

察をしていただくように依頼したところである。当該学校の保護者宛てには

状況報告とお詫びの文書を送付している。 

委託業者、関係者とともに、今後も引き続き原因究明を進めるとともに、

現在、異物の分析を依頼しており、その結果を待っているところである。 

センターが違うということで直接の関係性はないと思われるが、２週連続

して発生したことを重く受け止め、引き続き原因究明をするとともに、委託

業者も含め、再発防止の意識の徹底に努めて参りたい。 

教育長 ただいまの件についてご質問、ご意見はないか。それでは「平成３１年度

（令和元年度）全国学力・学習状況調査」の結果について説明をお願いす

る。 

学校教育課長 平成３１年度全国学力・学習状況調査鶴岡市の結果について申し上げる。

実施したときは平成３１年であったが、結果の発表は令和元年度になる。 

前年度までＡ、Ｂに分かれており、Ａは知識を問う問題、Ｂは活用の問題

であったが、今年度からはそれらが一緒になって一本のテストになってい

る。 

本市の結果は、国語については、小学校は全国を上回る良い結果が出てい

た。中学校は、やや上回る３ポイント以内の結果であった。一方、算数・数

学であるが、小学校の算数については全国平均をやや下回る結果であり、中

学校の数学については同様に全国平均を下回る結果になった。英語について

は今年度試行的に行ったものであるが、これも全国平均をやや下回る結果と

なった。 

なお、中学校の英語については、今年度はリーディングとリスニングのテ

ストを行ったが、スピーキングのテストは行っていない。 

経年変化のグラフを見ていただきたい。先ほど申し上げたとおり、今年度

はＡ、Ｂ問題になっていないため、線で結んでいない。 

国語については非常に高い結果となった。一方、算数については、昨年度

はやや右肩上がりであったが、それと比較すると今年度はまた下がったとい

う結果である。中学校については前年と同じような結果である。 

特に英語については試行的な実施の結果であるが、課題が見えてくる結果

となり、これについては県でも同じような傾向であった。 

良かった点、課題となる点の具体的な内容については資料をご覧になって

いただきたい。これらをもとに授業改善、今後行うべきことということで、

学校に対する指導を行っており、各学校においても、自校の分析を行いなが

ら、その対応策を考えて実践しているところである。 

４ページは同様に行われた学習状況調査である。児童・生徒に質問した結
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果であるが、黒い丸（以降●で表示）で表しているところが課題になるとこ

ろである。小学校でいうと、おおむね良い状況であるが、将来の夢や目標を

持っているという児童の数が、全国から比べるとやや低いという結果になっ

た。ただ、この項目にある自尊感情や先生方との関係性については良好な結

果であった。 

家庭生活に関わるところでは、読書が好きかという質問が今年度から入っ

た。これについては、中学校が全国と比べて低い結果となったし、１日２時

間以上家庭学習をするかという質問の結果についても、小学校・中学校とも

に低い結果となった。 

さらに、学習に関わることであるが、結果が良くなかった算数・数学につ

いて、特に小学校の算数の勉強が好きと答えた児童が、昨年よりは多いもの

の、全国６８、県６５に比べると本市が６１と少なかった。ただし、内容が

よく分かるという児童については、県と同様８０％を超えているという状況

で、よく分かるけれども好きではないという傾向が見受けられる。中学校に

ついても、数学が好きという生徒は、全国と比べてそれほど大きな開きはな

いが、やはり課題かと思われる。同様の結果が英語にも出ている。 

学校に対する質問では、最近話題となっているカリキュラム・マネジメン

トについて、小学校と中学校での認識の差が大きく出ているところがあっ

た。 

指導計画の作成については、学級担任である小学校が進んでいるのに比べ

て、教科担任である中学校ではなかなか進んでおらず、また、相互関係につ

いても中学校は小学校ほど出来てないことが分かる。それから、主体的・対

話的で深い学び、これも話題になっているキーワードであるが、この面につ

いても中学校の授業改善はなかなか進んでいない状況があるし、反面、総合

的な学習の時間については、中学校での取組みが良く、逆に小学校では、行

事に追われている部分があるのか、様々な取組みをしているという結果にな

ったことも考えられるところである。中学校については、学級活動であると

か道徳の授業の改善が進んでいる結果が見えるが、小学校では教科での改善

は進んでいるものの、このような活動がやや不足している。道徳について

は、小学校でこれまできっちりとやってきているので、これまでとあまり変

わらない結果とも言えるし、中学校のほうでは教科化ということで今まで以

上に積極的に取り組んできた結果とも言える。習得・活用・探究の意識差に

ついても、これらの結果をこちらからは傾向について説明をしないで、この

データから違いを見て確認してほしいとお伝えして、資料を各小中学校の校

長へ送付したところである。 

教育長 ただいまの件について、ご質問、ご意見はあるか。 
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１番委員 前回の鶴岡市子ども読書活動推進計画の時も同じような質問をしたが、中

学校の読書離れが見られるとのことであるが、小学校の真の意味での読書習

慣づくりとあるが、「真の意味」とわざわざ入れた意味を知りたい。 

学校教育課長 話題になっているのが、学校での読書と家庭での読書の状況があまりにも

違うということである。特に小学校の下の学年であると、一斉読書をして、

それで終わっており、家庭での読書は全然進まない。一方、上の学年になる

と、家に持ち帰って読書するという子どもがいるので、一過性のその場で終

わるような読書ではなくて、学年が進むにつれて、その本から得たものを自

分なりに考えて、自分の思考に結び付けていくような読書体験も必要なのだ

という意味合いである。 

１番委員 今回のこの調査と、前回報告のあった図書館でとったアンケート調査とだ

いたいイコール、鶴岡市の子どもの読書傾向はイコールになってしまったと

みていいのか。図書館の調査でも家庭での読書時間が減っているというデー

タだったと記憶しているが。 

図書館長 家庭で全く読書をしないという子どもが増えたという結果にはなっている

が、一方で、たくさん読む子も増えていて、二極化が見えてきたというのが

図書館で調査した結果であった。 

教育長 ほかに質問はないか。 

２番委員 子ども読書推進化計画の最初の策定の時に推進委員をしていたのである

が、その際、子どもたちが読書をしてほしい、するようにという思いで計画

に参加させていただいたのだが、作ったことが活きていないということか。 

図書館長  今も申し上げたように、読書が好きと答えた子も増えてきているけれど

も、読まない子も増えている状況になっていて、好きだという子が増えてい

る現状もあるので推進計画が全く役に立たなかったとも思えないのである

が、読まないという子を減らすことができなかったということで、今、二次

計画に向けて、いかに読まない子を減らしていくかという計画を策定してい

るところである。 

３番委員 各小学校は一紙だけ新聞をとっていいと記憶しているのだが、教育委員会

の予算の中で、各学校一紙は購読できるのか。 

学校教育課長 学校における新聞活用事業ということで、これは県の補助事業で市からも

持ち出しでという事業なのであるが、今年度の学校数は１１校くらいであ

る。地元紙ということで、荘内日報と山形新聞を購読し、その学校で活用し

ている状況である。そのほかは学校用に購読していると思うが、授業への活

用はしていない。 

３番委員 自分がＰＴＡの会長をやっていた時に、学校では山形新聞を購読している

からほかは購読できないということであったが、荘内日報は地元紙で子ども
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たちの名前がたくさん載るため、ＰＴＡのお金から荘内日報を購読しそれを

図書館に置いていた。今もそうだと思う。今の報告によれば、週に一回以上

新聞を読む子は２４％、中学校１４％と随分と低い。新聞を取っていない家

庭があるのも理由と思うが、これはもっと増やせるような気がする。新聞を

読みなさいというだけで効果は出るのではないか。 

１番委員 現場の教師の立場で発言すると、新聞をとらなくなった家庭は非常に多

い。私立の高校と実業高校は、一学級一新聞で山形新聞が毎日入るのである

が、生徒はほとんど読んでいない。やはり、読ませる仕掛け、授業で使うと

か、こういうネタがあって、切り取って印刷して渡すとか何かしないと、教

室にただ置いてあっても誰も読まない。そんな感じである。新聞を購読しな

い家庭がものすごく増えてきたのである。 

教育長 各学校においては、先ほどのようにＰＴＡで購入しているところもあれ

ば、子ども新聞で毎日や朝日の小学生新聞、それから中学生新聞をとってい

る学校もある。それからＮＩＥの研究推進校となっているところは、新聞が

１０社くらいくる。そういった学校は、読み方指導として記者が５年生や６

年生の指導もしてくれるので、かなり興味を持って新聞を読むのであるが、

ただ置いただけでは読まないと思うし、以前は新聞の記事を切り抜いてこい

と言えたのであるが、もう今は無理である。新聞を家庭でとってないので、

学校でコピーして配るとかしない限りは、なかなか難しい。 

３番委員 分かりました。 

教育長 そのほかにないか。 

４番委員 資料の１ページ目の学力調査の結果で、●がついているところが今後重要

になっていくのかなと思う。なぜかというと『ＡＩvs 教科書が読めない子ど

もたち』という本があるのだが、その本によれば、今の子どもたちは読解力

がない。読解力がないとＡＩの時代では職にさえ就けない、ＡＩができる仕

事はもう就けないと書いてあるのであるが、そういう時代にはこういうこと

が大事なのかなと思うのである。先生たちは大変であろうが、苦手な項目で

なくしてほしいと思う。 

また、算数・数学のところで、日常生活の問題解決のために、と書かれて

あるが、たとえば、『ケーキの切れない非行少年たち』という本があって、

基礎的な学力が備わっていないといけないのかなとこの本を読んで思った。

基礎的な学力をしっかり身につけさせることが、非行少年を作らないことと

直結することではないが、基礎的な学力は大事だと思っている。非行少年だ

けに関わらず全体がレベルアップして上がっていくことを大事にしてほしい

と思う。 

教育長 ●のところは、改善計画が出されており、各市町村、教育委員会、県教委



- 6 - 

でも認識しているが、調査対象となる子どもたちは毎年変わるので、難しい

ところである。ほかにはないか。 

１番委員 ＯＥＣＤの学力調査で、読解力が１５位と大幅に落ちたが、それが一時的

なものなのか…。読解力というのはすべてのベースになるところなので、鶴

岡がほかのところから比べると落ち方が緩やかなのは、読解力が強かったせ

いである。だから、ここに書いてある、去年で言えばＢ問題活用力のところ

なのであるが、読解力、本を読む、新聞を読むというところを、どうやった

ら出来るのかということを、きちんと方針を出して、力をつけてほしい。 

学校教育課長 それぞれご指摘があった、まさにそのとおりである。特に●が付いている

項目については、授業の中だけではなくて、先ほどから話題になっている読

書活動とか、知的好奇心を刺激するようなことが極めて重要だと考えている

ので、このあたりについては各学校でも対応を考えている。しかし、家庭と

連動していかないとなかなか結果に繋がらないことであり、先ほど教育長も

おっしゃったように、調査を実施する子どもが毎年違うということは、保護

者も違うということであるので、やはり学校でも繰り返し、その学年のもの

だけにしないで共有のものにして課題にしていく必要があると思う。 

それから、非常に講師等がいない状況が続いており、小学校であれば学級

の雰囲気、落ち着いた状況にあったかどうかということもデータ的にも影響

されるものとみているので、なかなか難しい問題であるが、なんとか対応し

ていかなければと思っている。 

教育長 続いて令和２年鶴岡市成人式の開催について、説明をお願いする。 

社会教育課長 成人式についてご案内させていただく。日時は令和２年１月１２日日曜

日、午後１時３０分からの式典開始となる。会場は荘銀タクト鶴岡である。

今回の対象者は、平成１１年４月２日から平成１２年４月１日まで生まれた

市内在住の方で、中学校３年生時の人数で１，２４４人である。内容につい

ては、例年と同様に計画している。式典に先立ち、消防団の梯子乗り、纏振

り、それから、土曜会混声合唱団の皆さんに合唱をお願いしている。新成人

へのメッセージとして、今年度は大泉小学校の５年生お二人から予定をして

いる。委員の皆様にもご案内をさせていただくので、よろしくお願いする。 

教育長 成人式について、なにかご質問等はあるか。 

なければ次の第１４回鶴岡市芸術祭について引き続きお願いする。 

社会教育課長 第１４回鶴岡市芸術祭は、令和元年９月１日から１２月１日まで開催さ

れ、４９団体から４０公演が実施された。協賛事業としては、各地域からも

各文化祭等の参加をいただいたところである。 

芸術祭賞については、大賞が１つ、優秀賞が７つの８公演が決定してい

る。資料にあるとおり、大賞は鶴岡剣聖会の「剣と扇の舞」、優秀賞は記載
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の７公演であり、閉幕のつどいの場でこれらの表彰をする予定となってい

る。これらについても皆様にもご案内をしているので、よろしくお願いす

る。 

教育長 ただ今の件について、何かご質問等ないか。 

次に、屋内多目的運動施設整備事業についてと、ＳＯＭＰＯボールゲーム

フェスタについて、続けて説明をお願いする。 

スポーツ課長 屋内多目的運動施設整備事業の進捗状況について、報告をさせていただ

く。大山工業団地内に整備をすることとしている屋内多目的運動施設につい

て、１１月末に実施設計が完了したところである。総事業費については２１

億５千万円を見込んでいる。施設概要がまとまる基本設計の段階で、利用が

想定される競技団体や市民の方々に説明を行い、出された意見を可能な限り

取り入れ、実施設計へと反映させたところである。 

基本設計から実施設計への主な変更点としては、西日対策やウォーキング

コース幅、冬期の風雪対策等について、変更を加えている。 

整備費用は総事業費２１億５千万円のうち、合併特例債、過疎対策事業債

等を活用し、市の実質負担は６億９千万円と見込んでいる。資料の一番最後

に、財源の内訳を添付しているので、ご覧いただきたい。 

今後の予定としては、この度の市議会定例会で補正予算が可決されると、

工事の入札等の手続きを行い、３月議会に工事請負契約を提案し可決される

と本契約となり、令和２年４月に工事着手、令和３年１０月竣工の予定であ

る。 

続けてＳＯＭＰＯボールゲームフェスタについて説明をさせていただく。

北京オリンピック４×１００ｍリレーの銀メダリスト、塚原直貴氏を迎え、

３月７日にＳＯＭＰＯボールゲームフェスタｉｎ鶴岡を開催する。これは、

日本トップリーグ連携機構の協力を得て、２０２０東京オリンピックイヤー

にオリンピックアスリートを招聘し、子ども達に様々な種目を体験していた

だきオリンピックに向けた機運を醸成し、また、身体を動かす楽しさを体験

しながら基本的な技術の習得などに資するものとして開催するものである。

お手元のチラシを１月上旬に各学校に配布し、参加者を募る予定である。 

続けてパラリンピック代表候補選手の鶴岡合宿について報告させていただ

く。明日、２０日から２３日にかけて、東京パラリンピック代表候補選手の

合宿受入れを行う。本市では、共生社会ホストタウンとして登録しており、

地域共生社会の実現に向けた取組みを進めているところであるが、この合宿

受入れによって、障がい者への理解促進、パラリンピックへの機運醸成など

を図っていきたいと考えている。 

合宿される選手は、全盲の方で、今年１１月に行われた第３６回身体障が
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い者水泳選手権女子平泳ぎ１００ｍで優勝された遠藤珠美選手である。合宿

中は、本市の障害者のスペシャルオリンピックスの子ども達との交流とし

て、合同練習も予定している。 

なお、アテネパラリンピックの銅メダリストであり、１０月末に心のバリ

アフリー普及事業で講師として来鶴された杉内周作さんがコーチとして一緒

に帯同される。 

教育長 ただ今の件で、何かご質問、ご意見はないか。 

次に、藤沢周平記念館館内朗読会とギャラリートークについて、説明をお

願いする。 

藤沢周平記念

館長 

今年度末に向けて行われるミニイベントについて、ご案内をさせていただ

く。お手元のハガキ大の案内をご覧いただきたい。 

藤沢周平記念館では平成２４年度から気軽に作品に親しんでいただく機会

ということで企画展に合わせた館内朗読会をサロンで行っている。今年度

は、現在実施している企画展「藤沢周平と米沢」に関連して、『密謀』とい

う関ヶ原の戦いのときの上杉家の在り方について藤沢先生が書かれた作品が

あるが、そちらを３回、劇団麦の会のＯＢ・ＯＧの方に朗読していただくこ

とを計画している。時間は各回とも１４時から約４０分程度であるので、ご

都合がついたら是非足をお運びいただきたい。 

また、前に一度企画した時があるが、企画展の説明としてギャラリートー

クを企画している。なかなか観るだけでは理解ができないところもあるかと

思うので、今回の企画展の概要について担当した職員が説明する場というこ

とで１月１８日に、同日館内朗読会もあるが、その前と午前中の２回、企画

したので、是非こちらにも来ていただければ作品の世界がより深まるのでは

ないかと思うので、よろしくお願いしたい。 

教育長 続いて、令和２年新春文化展について、説明をお願いする。 

中央公民館長 令和２年中央公民館の新春文化展は、市民の創作の作品を展示するととも

に、鑑賞を通して交流の場を提供し、新春を迎えての華やかな雰囲気づくり

の一環として実施するものである。１月１１日土曜日から１４日火曜日まで

の開催である。１月１１日は抹茶席、１２日は煎茶席を開催するので、教育

委員の皆様にもご覧いただきたく、ご案内するものである。 

そのほかに、今日は女性センターの三つの講座のチラシを配布させていた

だいた。是非ご参加いただければと思う。 

教育長 この件について、なにか質問等ないか。その他報告事項があるか。 

文化財主幹 「日本遺産の日」について報告させていただく。 

すでに、新聞、報道等で皆様ご承知のことと思うが、このたび、文化庁及

び日本遺産連盟において、国民の皆様の日本遺産に対する理解と関心を高め
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ることを目的として、２月１３日を「日本遺産の日」とすることになった。 

２月１３日を「日本遺産の日」とする理由であるが、地域活性化として観

光振興を推進することも主な目的としており、ＧＷや夏休みの旅行先の候補

選びに宣伝効果の高い時期であるということで、この２月に絞り、また、親

しみやすさ、覚えやすさから「にほん（２）いさん（１３）」と定めたもの

である。「日本遺産の日」を記念したシンポジウムが２月１３日に東京有楽

町よみうりホールで開催される。このシンポジウムに合わせ日本遺産認定地

域によるＰＲブースが設けられるので、本市では「サムライゆかりのシルク

事務局」が出展を予定している。 

また、本市には３つの日本遺産があるので、各日本遺産事務局と連携しな

がら、鶴岡の３つの日本遺産をＰＲする予定である 

日本遺産は２０１５年から認定がなされており、文化庁では２０２０年度

までに１００件程度の認定を目指している。これまで８３件が認定されてい

ることから、今回新規認定の募集を最後とし、来年分以降は当面新たな募集

は行わないことも、合わせて発表されたものである。 

資料２枚目は日本遺産の共同声明文、３枚目は日本遺産の概要となるの

で、お時間のある時にご覧いただきたい。 

教育長 ほかに報告等はあるか。 

学校教育課長 先ほどの総合教育会議で委員からいじめの解消について、まだ解消してい

ない案件があるのはなぜかとのご発言があったので、少し触れさせていただ

きたい。いじめの解消については、やはり当事者である双方が納得できれば

解消となるけれども、安易にお互い仲直りしたということによって解消した

ことにはならない、そういう認識である。お互いに納得をして、それが一定

期間継続したかどうかということを見届けたうえで学校はそれを解消とする

としているので、月単位くらいは見届けることになる。 

それから、子どもたちに聞いて自分たちは仲直りしたと言っても、単純に

それはよかったとそんな見方をしていないというか、やはり判断が厳しくな

っている状況から、解消したと判断するまでに時間がかかっているものであ

る。 

教育長 仲直りさせるのが非常に難しくなってきていて、両方が納得しないのにそ

の場で形だけ謝罪させてはいけないということで、解消されて最低３か月間

は様子を見て、いじめ解消と考えられるとなっているのであるが、やはりな

かなか難しい状況である。 

ほかにないか。 

１番委員 先日、１４日の日、中高一貫校の説明会と意見を聴く会を開いていただき

お礼を申し上げる。教育委員全員参加させていただいたが、そのあとすぐ令
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和６年から開校という県の発表があったので、順序が逆だったらもうちょっ

と参加者も多かったかなと思う。 

１時間の説明後、ＫＪ法によるグループで意見交換が行われ、できるだけ

多くの人の意見を吸い取るという形式で工夫されたのだなと思って、ありが

たく思う。 

参加した人の感想なのであるが、やはり自分の意見を話したくて来たとい

う人がいたが、今回の進め方は、グループごとに付箋を貼るが、貼って一応

終わりで、あとはほかのグループのも参考に見てくださいという形だった。

通常のＫＪ法の場合だと、グループでその付箋を貼りながら、なぜそれが必

要なのかということを話をする手法である。あと３０分伸びてもいいので、

各グループごとに、どういう意見が出たのかと発表する機会を設けてもらえ

れば、もっと良かったという感想があった。 

教育長 実は、１つか２つのグループに代表して発表してもらおうかという話もあ

ったのだが、時間の関係上、割愛させていただいた。 

１番委員 いろんな意見が付箋で貼ってあるだけだったので。自分の意見はその中で

も重要な意見だからどうしても発言したくて来たという人がいたので、グル

ープごとの発表の時に発表させてもらえれば良かったということであった。 

教育長 県教委からも開校年度の発表があり、また次の機会があると思うので、そ

の時は是非多くの意見を吸い上げられるようにしたいと思う。 

ほかに報告はないか。なければこれをもって１２月の定例教育委員会を終

了する。 

  

閉  会  (午後３時５５分) 

 

 


